
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダイジェスト版 ２０２３年 

 ＮＯ．２４２ ３月２０日 

    

１．社員の４月１日以降の基本給月額について、１００００円引き上げること。 

２．定期昇給額について、各等級一律１０００円の引き上げを行うこと。 

３．２０２２年４月１日以降、定期昇給を係数４で完全実施すること。 

４．昇給に伴う調整手当の減額は行わないこと。 

５．パート社員の時間給を１５００円とすること。 

６．契約社員については、社員に準じて引き上げを行うこと。 
 

    

１．女子社員設備の整備を図ること 

２．異常時訓練など教育の充実を図ること 

３．インターホンによる問い合わせが多い駅の体制は１徹１日勤に戻すこと 

４．休憩時間はしっかりと休憩できるようにすること 

５．旅行支援、生活支援など福利厚生の深度化を図ること 


